
宮城県の高等学校における

特別支援教育と通級指導



「特別支援教育の理念」
⚫自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち，一人
一人の教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を
改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行う。

⚫これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく，知的な遅れのない発達障害
も含め，特別な支援を必要とする生徒等が在籍する全ての学校において実施
されるもの。

⚫障害のある生徒等への教育にとどまらず，障害の有無やその他の個々の違
いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎と
なるものであり，我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持って
いる。

（平成19年4月1日付け 19 文科初第125号 文部科学省初等中等教育局長「特別支援教育の推進について」通知）



「通級による指導」〈制度概要〉

⚫小・中学校等では，通常の学級に在籍する児童生
徒が，障がいの特性に応じて必要な支援を受ける
ことができる「通級による指導」が平成５年度よ
り制度化されている。

⚫省令等の改正により，平成30年度から高等学校等
においても同様の指導を行うことができるように
なった。



高校通級で期待されること

⚫ 通常の学級における授業の理解促進

⚫ 人間関係の形成やコミュニケーションの課題解決

⚫ 社会的自立・社会参加を図るために必要な能力の育成

生徒一人ひとりの教育的ニーズに即した，
より適切な指導及び必要な支援



通級による指導を受けている児童生徒数の推移（全国）

令和元年度 通級による指導実施状況調査結果について（文部科学省）より引用



「通級による指導」とは

通級による指導って？

大部分の授業を通常の学
級で受けながら，一部の
授業について，障がいに
応じた特別の指導を特別
な場で受ける指導形態を
言います。

どんなことをするの？

障がいによる学習上・
生活上の困難を主体的に
改善・克服するために，
支援学校の教育課程にお
いて特別に設けられた指
導領域である「自立活
動」に相当する指導を行
います。



特別な教育課程とは？

⚫障がいに応じた特別の指導を，高等学校の教育課程に加え，
又は選択教科・科目の一部に替えることができる。また，こ
れらの指導に係る修得単位数は，年間7単位まで卒業認定単
位に含めることができる。

⚫高等学校学習指導要領に規定する必履修教科・科目，総合
的な探究の時間及び特別活動，専門学科におけるすべての生
徒に履修させる専門教科・科目及び総合学科における「産業
社会と人間」については，通級による指導と替えることはで
きない。



特別な教育課程とは？

⚫加える場合

（授業時数が増加）･･･放課後等，授業のない時間帯に実施

各学科に共通する必履修

教科・科目

(31単位)

総合的な

探究の時間

(2単位)

特別

活動

選択教科・科目

(41単位)

障がいに応じた

特別の指導

(年間7単位まで)

授業時数が増加

例



特別な教育課程とは？

⚫替える場合

（授業時数が増加なし）･･選択教科・科目等の授業に替えて実施

障がいに応じた

特別の指導

(年間7単位まで)

各学科に共通する必履修

教科・科目

(31単位)

総合的な

探究の時間

(2単位)

選択教科・科目(41単位)
特別

活動

例



通級による指導の実施形態は？
⚫在籍する高校で「特別の教育課程」を編成，単位認定

A高校（自校通級）
B高校（他校通級）

C高校（巡回指導）

通級指導教室 通常の学級

通常の学級

通常の学級 通級指導教室
（個別の指導）

教員を派遣

移動

移動

生徒が通う



在
籍
校

通級による指導開始までの流れ

⚫ 生徒の障がいの状態だけでなく実施
形態や指導教諭などについて十分に
話合い，当該生徒について特別の教
育課程を編成するかどうかを在籍校
の校長が判断します。

⚫ 当該生徒及び保護者は，学校から十
分な説明を受け，合意した上で申請
することとなります。

当
該
生
徒
・
保
護
者 ③ 通 知

② 申 請

①事前協議

⚫入学後，在籍する高校で相談


